
 熱海市立学校施設使用条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２１日 

熱海市長 齊 藤  栄   

熱海市条例第１２号 

   熱海市立学校施設使用条例の一部を改正する条例 

 熱海市立学校施設使用条例（平成２年熱海市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第４号中「場合」を「とき。」に改める。 

第５条第１項中「受けた者」の次に「（以下「使用者」という。）」を加える。 

第７条ただし書中「一に」を「いずれかに」に改める。 

第９条第１項各号列記以外の部分中「申し出」を「申出」に、「一に」を「いずれかに」に

改め、同項第３号中「第４条の各号の一に」を「第４条各号のいずれかに」に改め、同条第２

項中「責」を「責め」に改める。 

第１０条中「又は」を「、又は」に改める。 

第１１条ただし書中「つど」を「都度」に改める。 

別表第１のうち１ 屋内運動場の表中 

「 

８：３０～ 

１２：００ 

１３：００～

１７：００ 

１８：００～

２１：００ 

８：３０～ 

１７：００ 

１３：００～ 

２１：００ 

８：３０～ 

２１：００ 

                                        」 

を 

「 

午 前 ８ 時 

３０分から

正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後９時

３０分まで 

午前８時３０

分から午後５

時まで 

午後１時から

午後９時３０

分まで 

午 前 ８ 時 

３０分から 

午 後 ９ 時 

３０分まで 

                                        」 

に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 


